
 

 

放置艇対策に伴う所有者不明船の撤去について 

～放置艇に対する簡易代執行の実施～ 

令和元年７月２３日 

佐 伯 土 木 事 務 所 

 

 

佐伯市中川及び佐伯市葛港において、河川法第７５条第３項及び港湾法第５６条の４第

２項に基づき、所有者不明の船舶を撤去（簡易代執行）しますので、下記のとおりお知ら

せします。 

 ※佐伯土木事務所では、不法に係留している船舶登録番号表示のない所有者不明の船舶

に対し、令和元年５月２８日に河川法第７５条第３項及び港湾法第５６条の４第２項

の監督処分（簡易代執行）を行う旨の公告を行いましたが、令和元年６月２８日の除

却期限を経過しても撤去されず不法に係留されているため、撤去を行います。 

 

 

                    記 

 

 

１ 簡易代執行開始日時  令和元年７月３０日（火）１３：３０～ 

なお、気象状況などにより日程が変更となる場合があります。作業中止に関するお問

い合わせは「問合せ先」（佐伯土木事務所管理・保全課）までお願いします。 

 

 

２ 実施場所  佐伯市中川河川敷（佐伯総合庁舎横） 

 

 

３ 作業時間  １３：３０ ～ １５：３０（予定） 

 

 

４ 取材について 

  ・現地取材については、事前登録制とさせていただきます。別紙「取材登録書」を７

月２６日（金）１７時までに「問合せ先」（佐伯土木事務所管理・保全課）まで FAX

にて提出をお願いします。 

  ・取材当日は受付（場所：佐伯総合庁舎正面入口、受付開始：１３：１５～）にお立

ち寄りいただき、現地取材中は所属報道機関名がわかる名札や腕章等の着用をお願

いします。 

  ・安全管理上、作業区域への立ち入りを制限させていただきますので、当日の取材・

撮影場所については、職員の誘導に従っていただきますようご協力をお願いしま

す。また、作業を安全かつ速やかに進める必要上、取材は当方の指定した担当職員

のみへお願いします。 



 

 

 

５ 配付資料 

  （１）位置図 

  （２）取材登録書 

  （３）放置艇対策の概要について（参考） 

 

 

 

【問合せ先】 

〈現地での作業内容及び取材に関すること〉 

佐伯土木事務所 管理・保全課 山田・小曽根 

【電話】０９７２－２２－３１７１ 

     （内１２６０・１２６１） 

 【FAX】 ０９７２－２２－９５４３ 

〈放置艇対策全般に関すること〉 

土木建築部 土木建築企画課 木許 

【電話】０９７－５０６－４５１１ 



 

初 日 実 施 分 詳 細 位 置 図 

実施場所 

実施場所 

令和元年７月３０日（火） 
【作業時間（予定）】 

１３：３０ 事前説明開始 
１３：４０ 船舶 A 撤去作業開始 
１５：３０ 船舶 A 保管場所へ搬入完了 

※上記は事前説明開始から保管場所（佐伯港）搬 
入までのタイムスケジュールです。 

※作業時間は前後する場合がございます。 
※船舶 B は当日の作業進捗により撤去を実施す 

るか判断します。 

船舶 A 

船舶 B 

(１)位置図



 

保管場所 

簡易代執行全箇所図 

 

  初日実施箇所（船舶） 

 

  ７／３１以降実施箇所（船舶・詳細日程未定） 

 

    〃 （桟橋・詳細日程未定） 

(１)位置図



                                 （別紙） 

              取材登録書 
 
 取材をご希望の報道機関におかれましては、７月２６日（金）１７時までにご登録をお願

いします。 
 
１．報道機関名 

 
 
 
２．氏名 

 
 
 
３．連絡先（電話番号） 

 
 
 
 
 【事前ご登録先】ＦＡＸ：０９７２－２２－９５４３ 
 
 【問合せ先】 
〈現地での作業内容及び取材に関すること〉 

 大分県佐伯土木事務所 管理・保全課 山田・小曽根 
    TEL：０９７２－２２－３１７１ 
〈放置艇対策全般に関すること〉 

大分県土木建築部 土木建築企画課 木許 
  TEL：０９７－５０６－４５１１ 

(２)取材登録書



(３)放置艇対策の概要について(参考)


